
ファミリー世帯

北区 まちづくり部 住宅課 住宅支援係
〒114-8508　北区王子本町1-2-11　第二庁舎3階10番窓口
電話03-3908-9203

転居費用助成

刊行物登録番号：6-2-153

１．ファミリー世帯転居費用助成事業とは

２．助成額



 

≪民間賃貸住宅とは≫

   

≪転居前の民間賃貸住宅の契約者や家賃の支払者について≫

一世帯につき上限 30 万円を助成します（予算の範囲内で一世帯 1回限り）
　（礼金・仲介手数料の合算額）

以下の要件すべてを満たしていること



 

     

      

4

 

5

1+0.5+0.

  

×

3

+0.5 ×

1

0

1.

× +

4

10 10

3

5

.5    

  

 

≪所得基準とは≫

≪最低居住面積水準とは≫
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＝注　意＝

↓申請するときは、下表にチェックしてご確認ください。

～
※  基準日に北区に住民登録があり、申請書の資格確認同意欄に署名があれば省略できます。

例 申請日（令和７年４月～令和８年３月）の場合基準日
課税証明書　令和７年１月１日　納税証明書　令和６年１月１日　



おこさまは、親権者が署名してください。

北区　太郎
キタク タロウ

○○○○

3908－9201

4

114－0022
王子本町1－15－22さくら荘１号
114－0002
王子6－5－2－707

○○ ○○

花子

一郎

妻

子

58. 8 40. 5 18. 3

桜子 子

119 , 0 0 0 1 1 9 , 0 0 0 2 3 8 , 0 0 0

北区 太郎
北区 一郎 北区 桜子

北区 花子

○○○○ ○○

○○

○○

○○

○○ ○○○○ ○○ ○○

○○

○○○○ ○○ ○○

○○○○ ○○ ○○

受付完了後に
記入します。

住民基本台帳上の
転居した日をご記入下さい



5

記入しないでください

記入しないでください

北区　太郎
キタク タロウ

114-002 2
北区王子本町1-15- 22　さくら荘1号



6

3 4 422１１

北区つつじ 北区本町 支

キタク タロウ
北区 太郎

記入しないでください

北区王子本町1-15-22
　　さくら荘1号

北区 太郎


